
岸和田丘陵地区における都市計画の変更について 

1．変更の理由等 

本地区は、平成 26 年３月 25 日に市街化区域への編入、用途地域、地区計画、岸和田市丘陵土地区画

整理事業等の都市計画決定が行われ、令和 7 年春頃の換地処分を目標に現在、土地区画整理事業が施行さ

れています。 

事業を進める中で、地区の外縁部において、最低敷地面積を下回る敷地とならざるを得ずどうしても単独での土

地利用ができない画地が生じてしまうため、地区計画の区域から除外する申出が岸和田市丘陵土地区画整理組

合よりありました。しかし、地区計画の区域から除外することで最低敷地面積だけでなく、用途の制限や緑化の規定

等についても適用されなくなり、地区として良好なまちづくりができないこと等から総合的に判断し今回、建築物の敷

地面積の最低限度の規定について改正するものです。 

 

２．変更案の内容 

地区整備計画（現行） 

工業系業務地区と商・工業系業務地区における建築物の敷地面積の最低限度は 1,000 ㎡ 

 

地区整備計画（変更案 Ｐ3参照） 

工業系業務地区と商・工業系業務地区内にある土地区画整理事業による仮換地、保留地並びに換地で、建

築物の敷地面積の最低限度（1,000 ㎡）に満たない土地で土地区画整理事業の施行に伴い特別の事情があ

ると認められるものについて、その全部を使用する場合はこの規定は適用されません。（建築物の敷地面積の最低

限度未満であっても建築物の建築が可能） 

 

３．今後のスケジュール（案） 

令和 6年 12月 7日 原案に関する説明会 

令和 6年 12月 9日から 

12月 23日まで 

原案に関する縦覧 

（意見提出：令和6年12月9日から令和７年1月６日まで） 

令和 7年 1月 11日 素案に関する説明会 

令和 7年 1月 14日から 

1月 28日まで 

素案に関する縦覧 

（意見提出：令和7年1月14日から1月28日まで） 

 

 

 

令和６年 12月７日 岸和田丘陵地区の都市計画原案に関する説明会 
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● 岸和田丘陵地区

(１)地区計画の方針

１. 「人々が元気で快適に生きがいを持って暮らせる“まち”」

２. 「活力があり地域を輝かせる産業がある“まち”」

３. 「地球と人にやさしい自然環境がある“まち”」

１. 住宅地区

２. 生活利便関連施設地区

３. 工業系業務地区

４. 商・工業系業務地区

１.

２.

３.

４.

１.

２.

３.

４. 屋外広告物について、地区全体の景観を損ねないよう設置の制限を行う。

建 築 物 等 の
整 備 の 方 針

道路と敷地とが有機的に調和した都市空間を目指し、安全で快適な環境を
確保するため、壁面の位置を制限する。

面　　　積 約 46.8ha

南部大阪都市計画地区計画の変更（岸和田市決定）

名　　　称 岸和田丘陵地区地区計画

位　　　置 岸和田市岸の丘町一丁目、岸の丘町二丁目、岸の丘町三丁目地内

建築物等の用途・高さ・敷地面積の最小規模の制限、および形態または意
匠の誘導を行い、調和のとれた魅力ある街なみの形成を図る。

良好な環境の形成を図るため、必要な空地の確保ならびに敷地内の緑化を
行う。

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針

地 区 計 画 の
目 標

　本地区は、岸和田市の丘陵部に位置し、周辺の恵まれた自然環境との調和や
農空間との連携といった地域の資源を活かした持続可能なまちを目指してい
る。その実現のため、以下の方針に従って計画的な市街地形成を図ることを目
的とする。

土 地 利 用 の
方 針

　本地区は、周辺の恵まれた自然環境との調和や農空間との連携を考慮し、地
区計画に定める各地区において、丘陵地区の特性に応じた土地利用を図る。
　また、地区計画区域外との敷地境界に緩衝帯として緑化を誘導するととも
に、屋外の資材置き場や廃車・解体物等の置き場の用に供する土地利用といっ
た、生活環境が悪化する恐れのある土地利用を制限し、自然環境への負荷を出
来る限り軽減するよう十分配慮しながら、良好な都市環境を創出する。

豊かな緑や眺望といった周辺の恵まれた景観や斜面地等の地形を活かした
多様な住まいを可能とする住居系の土地利用を図る。

周辺の農空間や蜻蛉池公園など地域資源との連携や、地域住民へのサービ
ス機能を提供する生活利便施設など、周辺環境に配慮した主に商業系の土
地利用を図る。

幹線道路に隣接する利便性を活かし、既成市街地と連携した新たな産業拠
点として、周辺環境に配慮した工業系の土地利用を図る。

道の駅愛彩ランドや広域幹線道路である大阪外環状線の沿道に立地する条
件を活かし、周辺環境に配慮した商業及び工業系の土地利用を図る。

地 区 施 設 の
整 備 の 方 針

地区内及び周辺の自動車交通を円滑に処理するため、地区内の幹線及び区
画道路を適切に配置する。

地区内の幹線及び区画道路の整備にあたっては、植樹帯等を設けるなどし
て緑豊かなうるおいのある歩行者空間を確保する。

景観形成、環境保全等を目的とし、今ある緑豊かな樹林等も活かしなが
ら、地区内に公園、緑地等を配置する。

雨水流出抑制施設として、貯留施設を各施設面積割合に応じた規模で設け
るものとする。
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事
情

が
あ

る
と

認
め

る
も

の
は

除
く

。

建
築

物
の

敷
地

面
積

の
最

低
限

度
1

8
0

㎡
5

0
0

㎡

建
築

物
の

緑
化

率
の

最
低

限
度

2
.0

／
1

0
1

.0
／

1
0

壁
面

の
位

置
の

制
限

－
建

築
物

の
壁

又
は

こ
れ

に
代

わ
る

柱
は

、
道

路
境

界
線

か
ら

２
ｍ

以
上

後
退

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

建
築

物
等

の
形

態
又

は
意

匠
の

制
限

建
築

物
及

び
、

看
板

の
形

態
、

意
匠

に
つ

い
て

は
、

優
れ

た
都

市
景

観
の

形
成

に
寄

与
す

る
と

と
も

に
、

道
路

に
面

す
る

部
分

に
緑

地
帯

を
設

置
し

、
周

辺
環

境
に

調
和

し
た

も
の

と
す

る
。

敷
地

内
に

設
置

す
る

広
告

物
又

は
看

板
に

つ
い

て
は

自
己

用
（

地
区

内
施

設
の

案
内

板
及

び
公

益
上

必
要

な
も

の
は

除
く

）
の

み
と

し
、

点
滅

式
の

照
明

は
使

用
し

て
は

な
ら

な
い

。

建
築

物
屋

上
に

広
告

物
又

は
看

板
を

設
置

し
て

は
な

ら
な

い
。

垣
又

は
さ

く
の

構
造

の
制

限

　
道

路
（

歩
行

者
専

用
道

及
び

緑
道

を
含

む
）

に
面

す
る

垣
又

は
さ

く
（

門
扉

、
門

柱
及

び
門

柱
の

袖
壁

を
含

む
）

は
、

生
垣

又
は

透
視

可
能

な
構

造
と

す
る

。

　
建

築
物

に
付

随
す

る
垣

又
は

さ
く

（
門

扉
、

門
柱

及
び

門
柱

の
袖

壁
を

含
む

）
は

、
他

の
法

令
に

そ
の

構
造

に
つ

い
て

特
に

定
め

が
あ

る
も

の
を

除
き

、
生

垣
又

は
透

視
可

能
な

構
造

と
す

る
。

　
た

だ
し

、
道

路
面

か
ら

高
さ

１
ｍ

以
下

の
部

分
並

び
に

高
さ

２
ｍ

以
下

の
門

扉
、

門
柱

の
袖

壁
（

総
延

長
が

門
扉

の
長

さ
の

2
倍

を
限

度
と

す
る

）
に

つ
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。
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